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（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
二
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
理
念

原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
は
、
原
子
力
災
害
に
よ
り
多
数
の
住
民
が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
、

復
旧
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
に
起
因
し
て
住
民
の
健
康
上
の
不
安
が
生
じ
て
い

る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
伴
い
安
心
し
て
暮
ら
し
、
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、

社
会
経
済
を
再
生
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
福
島
が
直
面
す
る
緊
要
な
課
題
に
つ
い
て
、
女
性
、
子
ど
も
、
障
害

者
等
を
含
め
た
多
様
な
住
民
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
解
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
促
進
し
、
福
島
の

地
域
社
会
の
絆
の
維
持
及
び
再
生
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
国
の
責
務

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、

継
続
的
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
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三
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針

１

政
府
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進

を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
」
と
い
う

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

福
島
県
知
事
は
、
福
島
の
復
興
及
び
再
生
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
福
島
復
興

再
生
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
避
難
解
除
等
区
域
の
復
興
及
び
再
生
の
た
め
の
特
別
の
措
置

１

内
閣
総
理
大
臣
は
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
即
し
て
、
福
島
県
知
事
の
申
出
に
基
づ
き
、
避
難
解
除
等
区
域
の
復

興
及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
計
画
」
と
い
う

）
を
定
め
る
も
の
と
す

。

る
。

２

国
等
は
、
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
く
国
に
よ
る
公
共
施
設
の
工
事
の
代
行
及
び
生
活
環
境
整
備
事
業

の
実
施
、
避
難
解
除
区
域
内
に
お
け
る
課
税
の
特
例
並
び
に
公
営
住
宅
法
の
特
例
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

五
、
放
射
線
に
よ
る
健
康
上
の
不
安
の
解
消
そ
の
他
の
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
生
活
環
境
の
実
現
の
た
め
の
措
置

１

福
島
県
は
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
健
康
管
理
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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２

国
は
、
福
島
に
お
い
て
、
放
射
線
に
よ
る
健
康
上
の
不
安
の
解
消
そ
の
他
の
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
生
活
環

境
の
実
現
を
図
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

六
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
産
業
の
復
興
及
び
再
生
の
た
め
の
特
別
の
措
置

１

福
島
県
知
事
は
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
即
し
て
、
原
子
力
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
産
業
の
復
興
及
び
再
生

の
推
進
を
図
る
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
原
子
力
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
福
島
の
産
業
の
復
興
及
び
再
生
の
推
進
を
図
る
た
め
、
財
政
上
、
税
制
上

又
は
金
融
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

七
、
新
た
な
産
業
の
創
出
等
に
寄
与
す
る
取
組
の
重
点
的
な
推
進

１

福
島
県
知
事
は
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
即
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
等
そ
の
他
先
導
的
な
施
策

へ
の
取
組
の
重
点
的
な
推
進
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
福
島
に
お
い
て
新
た
な
産
業
の
創
出
等
に
寄
与
す
る
取
組
の
重
点
的
な
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の

措
置
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
円
滑
化
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

八
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
復
興
再
生
協
議
会
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原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
の
推
進
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
、
復
興
大
臣
、
福
島
県
知
事
及

び
そ
の
他
の
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
復
興
再
生
協
議
会
を
組
織
す
る
。

九
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
課
税
の
特
例
を
含
め
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
目
的
規
定
に
、
こ
れ
ま
で
原
子
力
政
策
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
に
伴
う
国
の

社
会
的
な
責
任
を
明
記
す
る
こ
と
、
基
本
理
念
に
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
は
、
住
民
一
人
一
人
が
災
害

を
乗
り
越
え
て
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
等
を
追
加
す
る
こ
と
、
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
く
国
に
よ
る
公
共
施
設
の
工
事
の
代
行
に
お
い
て
、

漁
港
漁
場
整
備
法
の
特
例
等
を
追
加
す
る
こ
と
、
福
島
の
復
興
及
び
再
生
に
関
す
る
施
策
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関

す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


